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役員退職慰労金制度の廃止および株式報酬型ストックオプション制度の導入に関するお知らせ 

 

 

 当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度見直しの一環として、役員退職慰労金制度の廃止お

よび株式報酬型ストックオプション制度を導入することについて、本年 6 月 29 日開催予定の定時株主総会

（以下「本株主総会」という）に付議することを決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 
なお、本日付の「委員会設置会社への移行、代表者の異動および役員人事に関するお知らせ」で別途開示

しておりますが、当社は、本株主総会での承認を前提に「委員会設置会社」（改正会社法の施行後は「指名

委員会等設置会社」）に移行する予定です。 

記 

 

１．目的 
中長期的な業績向上、企業価値の持続的な発展、株主重視の経営を一層推進するため。 

 
２．新役員報酬制度の概要（本株主総会後の報酬委員会で決定する予定です。） 

(1) 取締役および執行役に共通する事項 

 他社の支給水準を勘案のうえ、当社役員に求められる能力および責任に見合った報酬の水準を決定する。 

(2) 取締役 

取締役の報酬は、月俸および期末手当とする。 

・月俸は、各人の職責に応じて個別に決定する。 

・期末手当は、月俸に一定の係数を乗じた額を基準として支給する。 

 なお、執行役を兼務する取締役には、取締役としての報酬は支給しない。 

(3) 執行役 

執行役の報酬は、月俸、賞与および株式報酬型ストックオプションとする。 

・月俸は、役位に応じた基準額に査定を反映して決定する。 

・賞与は、業績および担当業務における成果に応じて決定する。 

・株式報酬型ストックオプションは、役位に応じて、業績と会社への貢献度を反映して決定する。 

 
３．内容 
(1)役員退職慰労金制度の廃止 
  役員報酬制度の見直しの一環として、現行の役員退職慰労金制度を本株主総会終結の時をもって廃止す

ることといたしました。 



  また、本株主総会終結後も引き続き当社の取締役または執行役として在任する役員については、本株主

総会終結時までの在任期間に応じた役員退職慰労金を打切り支給することを本株主総会に付議する予定

です。 
  なお、役員退職慰労金の打切り支給の時期は、対象役員が当社の取締役及び執行役のいずれも退任した

時といたします。 
 
(2)株式報酬型ストックオプション制度の導入 
  役員報酬制度の見直しにより、当社役員に対する報酬と当社の業績及び株式価値との連動性を高め、中

長期的な業績向上及び企業価値増大に向けて役員の貢献意欲や士気をより一層高めるとともに、株主の皆

様を重視した経営を一層推進することを目的として、「委員会設置会社」移行後の当社執行役について、

株式報酬型ストックオプション制度を導入する予定です。 
  なお、株式報酬型ストックオプション制度の導入およびその具体的内容につきましては、本株主総会後

の報酬委員会で決定する予定です。 
 

以 上 


